
 

2025年度大学評価等の結果について 

 

（１）大学基準協会の大学評価 

本協会は、2004 年にわが国初の大学機関別認証評価機関として文部科学大臣に認証さ

れ、爾来、認証評価としての大学評価を実施しています。 

本協会の大学評価は、「会員の自主的努力と相互的援助によって、わが国における大学

の質的向上を図る」（公益財団法人大学基準協会定款第３条）という目的に基づいていま

す。より具体的には、 

① 本協会が定める大学基準に基づき大学の諸側面を包括的に評価することを通じて、

大学の教育･研究活動等の質を社会に対し保証すること 

② 大学評価結果及びこれを踏まえた改善報告書の検討結果を通じて、大学の改善・向

上を継続的に支援すること 

③ 評価を通じて大学の社会的存在理由を明らかにすることに貢献し、大学が社会に対

して説明責任を果たしていくことを支援すること 

という目的のもと行っています。 

特に、社会に対して保証する大学の質については、当該大学が自身の掲げる理念や目的

の達成に向けた活動を行っていること、内部質保証システムが有効に機能し、教育の充実

と学生の学習成果の向上に結びついていることを重視しています。内部質保証システムに

ついては、第２期認証評価（2011 年度～2017 年度）から概念として採り入れ、評価にあ

たってきました。2025 年度からの第４期認証評価では、内部質保証の機能的有効性に重

きを置いた第３期を引き継ぎ、「教育の計画・設計、運用」から内部質保証は始まるとい

う趣旨を再確認しつつ、学習成果の達成のための教学マネジメントの観点をより明確にし

て評価を行っています。 

大学評価では、本協会が定める大学基準に沿って評価を行い、大学基準に適合している

か否かの判定を伴う評価結果を確定させます。重大な問題が認められた場合は、大学基準

に適合していない（以下「不適合」という。）と判定し、不適合の判定となった大学は、

不適合の原因となった事項について追評価を申請することができます。 

 

（２）大学評価の組織体制 

2025 年度の大学評価においては、申請大学に対応して次のような組織体制を整え、具

体的な評価活動を行いました。 

まず、「大学評価委員会」（委員長・副委員長を含めた委員 20 名、幹事６名、特別大学

評価員１名）の下に、22 の「大学評価分科会」、１つの「追評価分科会」、「大学財務評価

分科会」及び「改善報告書検討分科会」を設置しました（体制図参照）。 

「大学評価委員会」は、本協会正会員大学から推薦された候補者、理事会の推薦による

者及び理事会が選出した外部有識者によって構成されています。その他に、同委員会の推



 

薦による幹事を置いています。また、特別大学評価員を理事会が選出し、幹事と同様の役

割をはじめ、大学評価の実務的な役割を担っています。 

「大学評価分科会」は、各大学の財務を除く諸活動全体を評価することを目的とし、こ

れまで同様、１大学につき１の分科会を設置しました。構成は、原則として主査１名と委

員４名の計５名の評価者とし、必要に応じて、大学評価委員会の幹事を主査の補佐のため

に配置しました。 

「大学財務評価分科会」（主査・委員あわせて 10名）においては、大学財務評価の指標

や方法の検討を行うとともに、下部に５の部会を設け、そこで評価された内容の調整を行

いました。具体的には、私立の申請 22 大学に対して、それぞれの分野構成に対応した５

の私立大学部会（主査・委員あわせて 16名）で分担して評価を行いました。 

また、「改善報告書検討分科会」（主査・委員あわせて８名と特別大学評価員１名）にお

いては、大学評価を受けた大学より評価実施年度から４年後（評価結果を受け取ってから

３年後）までに提出される「改善報告書」に基づき、改善状況の書面評価を行いました。

今年度は、51 の大学から「改善報告書」が提出され、これらをもとに全ての大学の改善

状況を同分科会で検討しました。 

くわえて、2023 年度の大学評価において「不適合」と判定した１の大学の「追評価」

を実施するため、「大学評価委員会」の下に、１つの「追評価分科会」（主査１名、委員２

名）を設置し、評価を行いました。 

したがって、2025 年度の大学評価は、延べ 176 名の委員・幹事、特別大学評価員が関

わって実施したことになります（委員会、分科会及び部会の名簿は、（９）参照）。 

 

体制図 

 

※2025年度は、「国・公立大学部会」は配置せず。 

 

 

 

※ 



 

（３）2025年度大学評価への申請大学     

（私立） 医療創生大学 （私立） 宇都宮共和大学 

（私立） 学習院女子大学 （私立） 神奈川工科大学 

（私立） 関西大学  （私立） 京都女子大学 

（私立） 高野山大学  （私立） 札幌保健医療大学 

（私立） 芝浦工業大学 （私立） 淑徳大学 

（私立） 清泉女子大学 （私立） 玉川大学 

（私立） 天使大学  （私立） 桐蔭横浜大学 

（私立） 東京医療保健大学 （私立） 常葉大学 

（私立） 長岡崇徳大学 （私立） 名古屋学院大学 

（私立） 広島修道大学  （私立） 広島女学院大学 

（私立） 宮城学院女子大学 （私立） 立命館大学 

追評価  

（私立） 城西国際大学  

                                 （大学名五十音順） 

 

（４）大学評価の経過（2025年度の大学評価のスケジュールは、（10）参照） 

① 研修、会議方法 

2025 年度大学評価は、評価者に対する各種研修としてオンライン会議システムを用

いた評価者研修セミナーを開催するとともに、基準の解説等の動画を配信しました。ま

た、委員会、分科会等の各種会議も、オンライン会議システムを用いて実施しました。 

 

② 書面による評価 

各分科会に所属する主査・委員や幹事には、評価に先立ち、評価方法、評価者倫理等

に関する研修を通じて評価に必要な情報を共有しました。その後、各大学の自己点検・

評価の結果をとりまとめた点検・評価報告書、大学基礎データその他の根拠資料をもと

に、各委員が「大学評価結果（分科会原案）」を分担執筆しました。 

各分科会では、「大学評価結果（分科会原案）」をもとに主査が作成した「大学評価結

果（主査原案）」に基づき会合しました。そして、その結果を踏まえて各委員が「大学

評価結果（主査原案）」を修正し、主査が全体調整を図ったうえで、「大学評価結果（分

科会案）」としてとりまとめました。くわえて、各分科会は、書面評価において事実確

認が出来なかった点等を質問事項とし、これを実地調査前に「大学評価結果（分科会

案）」とともに当該大学へ送付し、回答を得ました。 

 



 

③ 大学評価における実地調査の実施 

各分科会における書面評価終了後に、評価対象の 22 大学すべてに実地調査を実施し

ました。なお、実地調査にあたっては、学外ステークホルダーインタビュー等のために

オンライン会議システムを一部で併用しました。 

実地調査の主な目的は、十分な資料・情報等を収集し、評価の正確性を期すことにあ

ります。当日（２日間）は、書面評価の過程で発生した疑問点に関する質疑応答を行う

とともに、教職員との意見交換の時間を設け、大学と評価者間でのディスカッションを

十分に行うことに努めました。また、学生インタビュー及び学外ステークホルダーイン

タビューを通じて多角的に状況を理解するとともに、書面のみでは把握の難しかった施

設・設備の状況等を必要に応じて確認しました。 

 

④ 大学評価委員会における「大学評価結果（案）」の作成 

各分科会において、実地調査等の結果を反映させた「大学評価結果（分科会最終案）」

をもとに、まず「大学評価委員会」の委員長・副委員長・幹事及び特別大学評価員が会

合して審議し（「正副委員長・幹事会」）、「大学評価結果（委員長案）」をとりまとめま

した。その後、「大学評価委員会」で同委員長案を審議して「大学評価結果（委員会案）」

を作成し、大学へ送付しました。 

「大学評価結果（委員会案）」を受け取った大学は、事実誤認等があった場合、「大学

評価結果（委員会案）」に対して意見を申し立てることができます。今年度は、大学評

価申請22大学のうち13大学から申立がありました。これを受けて、「大学評価委員会」

では、当該大学からの意見内容や提出された資料に基づき、事実誤認の有無を確認した

うえで申し立てられた意見の採否を決め、「大学評価結果（委員会案）」に対して必要な

修正を加えて「大学評価結果（案）」としました。 

 

⑤ 理事会による大学評価結果の承認  

「大学評価委員会」は、「大学評価結果（案）」を、2026 年３月 26 日開催の第 558 回

理事会に提出しました。その結果、22 大学すべての大学評価結果について承認を得て、

本年度の大学評価が終了しました。 

 

（５）大学評価結果の概要 

 ① 大学評価の結果、大学基準への適合認定を行った大学 

2025年度の大学評価を申請した前述の 22大学のうち、以下の 20大学について大学基

準に適合していると認定しました。なお、このうち清泉女子大学は、弾力的措置※によ

って評価した結果です。 

 
※ 大学基準によりながらも、本協会指定の評価項目でなく、重点を置く事項を中心に大学が

点検・評価し、本協会側もそれを基礎に評価する措置のこと。 



 

（私立） 宇都宮共和大学 （私立） 学習院女子大学 

（私立） 神奈川工科大学 （私立） 関西大学 

（私立） 京都女子大学 （私立） 札幌保健医療大学 

（私立） 芝浦工業大学 （私立） 淑徳大学 

（私立） 清泉女子大学 （私立） 玉川大学 

（私立） 天使大学 （私立） 桐蔭横浜大学 

（私立） 東京医療保健大学 （私立） 常葉大学 

（私立） 長岡崇徳大学 （私立） 名古屋学院大学 

（私立） 広島修道大学 （私立） 広島女学院大学 

（私立） 宮城学院女子大学 （私立） 立命館大学 

                                 （大学名五十音順） 

 

② 大学評価結果の構成 

各大学に提示する大学評価結果は、「Ⅰ 判定」「Ⅱ 総評及び提言」「Ⅲ 概評」で

構成しています。 

「Ⅰ 判定」では、大学基準に適合しているか否かの判断及び適合の場合はその認定

期間を記載しています。「Ⅱ 総評及び提言」の総評では、各大学の理念・目的や内部

質保証の状況、当該大学の優れた点や課題を含む特徴的な事項等、今回の大学評価にお

ける総合的な評価の状況を、そして提言では、「Ⅲ 概評」に記述した取り組みのうち、

特記すべき事項を記述しています。 

提言には、特に優れた取り組み、長所、是正勧告及び改善課題の４種類があります。

このうち、長所は、大学が掲げる理念・目的の実現に向けた取り組みであって当該大学

の特色をなし、かつ、組織性や継続性・発展性が認められるものが該当します。また、

特に優れた取り組みは、長所の中でも、一定の成果があり、かつ、先駆性や独創性、独

自性が見られる、又は他の大学の参考にもなりうる要素が見られるものを特記したもの

です。 

 

「Ⅲ 概評」は、大学基準を構成する 10 の基準ごとに記載し、基準 10 は、（１）大

学運営、（２）財務に分けています。概評では、大学基準に基づく評価項目ごとに、大

学の取り組み・現状に対する評価の概要を記述しています。なお、概評中には、参照先

として「基本情報一覧」や「大学概況」が（ ）で補足されています。これは、評価時

に参照し、大学評価結果とともに本協会のウェブサイトで公開している、大学の「点

検・評価報告書」中の該当部分を指しています。 

  



 

是正勧告及び改善課題は、いずれも必ず改善を求めるものですが、是正勧告は理念・

目的の実現を図るため、又は大学としてふさわしい水準を確保するために、抜本的な改

善が求められるものを示しています。一方、改善課題は理念・目的の実現を図るための

一層の取り組み、又は大学としてふさわしい水準を確保するための改善が求められるも

のを示しています。 

 

③ 大学基準への適合認定を行った大学に対する提言 

「大学基準」への適合認定を行った大学のうち、特に優れた取り組みを付した大学は

５大学、長所を付した大学は 17大学、是正勧告を付した大学は 16大学、そして改善課

題を付した大学は 19 大学となりました。各提言を付す際には、資料に基づく書面評価

や実地調査の結果に加え、前述の意見申立を踏まえて、実態に即した指摘となるように

留意しました。 

是正勧告・改善課題が付された大学は、それらの事項についての改善状況をとりまと

め、本協会が指定する期日（原則として大学評価結果を通知してから３年経過後の７月

末）までに改善報告書を提出することとなっています。 

 

④ 大学評価の結果、不適合と判定した大学に対する提言 

2025 年度に大学評価を申請した 22 大学のうち２大学（医療創生大学及び高野山大学）

は、「大学基準」に適合していないと判定しました。不適合と判定した大学に対しては、

大学評価結果の送付から２週間の期間を設け、異議の申し立てができる旨を通知しまし

た。大学評価結果の公表日時点は、申立期間中にあたります。 

 

（６）改善報告書について 

前述のとおり、本協会では、これまでの大学評価において、必要に応じて長所、是正勧

告又は改善課題を付してきましたが、今後も是正勧告を付された大学は、改善を提言され

た重大な問題について、抜本的に改善して状況を是正することが求められます。また、改

善課題を付された大学は、改善を提言された事項について十分に検討し、改善することが

求められます。 

是正勧告や改善課題を付された大学は、それぞれの指摘にかかわる改善状況について、

改善報告書にとりまとめ、原則として 2029 年７月末までに、これを本協会宛に提出する

こととなります。 

この改善報告書の制度は、本協会の大学評価における特色のひとつであり、改善報告書

の評価を通じて、大学の改善・向上を継続的に支援する重要なものです。 

 

（７）改善報告書の検討について 

前述の改善報告書が提出された後、本協会は、その内容をもとに各提言の改善状況を確



 

認し、その結果を「改善報告書検討結果」として公表することとしています。今年度は、

2021 年度評価の 46 大学、2022 年度評価の４大学及び 2023 年度評価の１大学から改善報

告書が提出され、「改善報告書検討分科会」において改善状況の検討を行いました。検討

の過程においては、「改善報告書検討結果（委員会案）」に対する大学からの意見を受け付

けました。なお、弾力的措置については、適用の要件を定めていますが、この改善報告の

機会を通じ、その状況を確認することとしています。すなわち、３つの要件（ア）基準２

「内部質保証」に関し、是正勧告及び改善勧告のいずれも提言されていない、イ）基準４

「教育課程・学習成果」に関し、是正勧告が提言されていない、ウ）基準４「教育課程・

学習成果」の学習成果の測定に関しては、改善課題も付されていない）を満たしているか

も判断しました。 

 

（８）大学基準協会の評価の充実に向けて 

本協会は、1947 年に国・公・私立大学による自律的な大学団体として設立された後、

大学が適切な水準を維持し、その向上を図るための指針として大学基準を定め、これに基

づく評価活動を展開してきました。1996 年には、大学の自己点検・評価に基づく評価シ

ステムを確立し、2004 年度にわが国で認証評価制度が始まってからも、透明性・公正性

の高い第三者評価機関としての役割を果たすべく、これまで培ってきた実績をもとに大学

評価システムの改善・充実に取り組んできました。 

特に、認証評価としては２期目となる 2011 年度からは、大学自らが教育等の活動を改

善し、その質を保証する仕組みとして内部質保証システムの構築を求め、大学自身による

質保証を重視した評価を実施してきました。2018 年度からは、これを更に進めて内部質

保証システムの有効性に着目した評価へと進化すべく、大学基準を体系化するとともに、

効率的な評価方法の構築、評価者研修の充実などに取り組みました。認証評価として４期

目開始となる本年度は、新たな取り組みとして、評価対象大学の学生から意見収集や学外

ステークホルダーへのインタビューを開始するなど、さらなる展開を図っています。 

今後とも、大学基準協会は、社会の期待に応える大学評価へと発展させる努力を行って

まいりますので、ご支援くださいますよう何とぞお願いいたします。 

 

以上 



 

（９）2025年度大学評価関係委員会等名簿 

① 2025年度大学評価委員会名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

② 2025年度大学評価委員会大学評価分科会名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

③ 2025年度大学評価委員会追評価分科会名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 2025年度大学財務評価分科会名簿 

 

 

 

 

 

※各大学評価分科会・追評価分科会の委員中、名簿の上から３名（２名）は教員、最下段の１名は事務職員。 

 



 

⑤ 2025年度大学財務評価分科会私立大学部会名簿 

 

 

 

④  2025年度改善報告書検討分科会名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名 氏 名 所 属 名

主査 野 澤 康 工 学 院 大 学

委員 伊 藤 彰 英 麻 布 大 学

委員 臼 井 実 稲 子 駒 沢 女 子 大 学

委員 岡 部 雅 人 岡部公認会計士事務所

委員 中 岡 泰 子 四 国 大 学

委員 松 本 香 公認会計士松本香事務所

委員 山 口 数 宏 同 志 社 大 学

委員 吉 木 岳 哉 岩 手 県 立 大 学

特別大学
評価委員 前 田 早 苗 公 益 財 団 法 人 大学 基準 協会



 

⑥ 2025年度改善報告書検討分科会名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（10）2025年度大学評価のスケジュール 

 

2024年  11月 30日 申請大学より大学評価申請書の提出 

 

2025年  ２～３月 大学評価委員会による 2025年度大学評価の体制に関する検討 

 ４月１日 大学より大学評価関連資料の提出 

 

 ４月下旬 評価者研修セミナーの開催（2025 年度の評価の概要及び主査・委

員が行う作業に関する説明） 

 

 ４月下旬～６月中旬 委員による「大学評価結果（分科会原案）」の作成 

 

 ６月４日 

 

第１回大学財務評価分科会の開催 

 ６月中旬～８月下旬 主査による「大学評価結果（主査原案）」の作成 

大学評価分科会の開催（「大学評価結果（分科会案）」の作成） 

 

 ８月５日、８月６日 第２回大学財務評価分科会の開催（「大学評価結果（分科会案）」

（財務評価部分）の作成） 

 

 ８月上旬～９月下旬 「大学評価結果（分科会案）」の申請大学への送付 

 

 ９月中旬～11月上旬 大学に対する実地調査の実施 

「大学評価結果（分科会最終案）」の作成 

 

 11月５日 第３回大学財務評価分科会の開催（「大学評価結果（分科会最終

案）」（財務評価部分）の作成） 

 

 12月６日 第 22 回大学評価委員会正副委員長・幹事会の開催（「大学評価結

果（分科会最終案）」を審議し、「大学評価結果（委員長案）」を

作成） 

 

2026年 １月 11日、12日 第 68回大学評価委員会の開催（「大学評価結果（委員長案）」を審

議し、「大学評価結果（委員会案）」を作成） 

 

 １月 21日 「大学評価結果（委員会案）」を申請大学へ送付 

 

  ３月７日 第 69回大学評価委員会の開催（「大学評価結果（委員会案）」に対

する大学からの意見について採否を審議し、「大学評価結果

（案）」を作成） 

 

 ３月 26日 第 558回理事会の開催（「大学評価結果（案）」の承認） 

 

※委員会・分科会等の開催方法については（４）参照のこと。 


